
 

 

 
 

 

保険料支払に関する特約 
全国中小企業団体中央会 サイバーセキュリティ保険 

［正式名称：サイバーセキュリティ特約セット包括職業賠償責任保険］ 

 

 

 第１条（保険料の払込方法）                           

保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる

最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い込むものとします。 

 

 

 第２条（保険料領収前の事故）                          

保険期間が始まった後でも、保険契約者が第１条（保険料の払込方法）の規定に従い保険料を払い

込まない場合は、当社は、始期日から保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用ま

たは損失に対しては、保険金を支払いません。 

 

 

 第３条（保険料不払の場合の当社による保険契約の解除）              

当社は、保険契約者が第１条（保険料の払込方法）の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保

険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

 

 

 第４条（保険契約解除の効力）                          

第３条（保険料不払の場合の当社による保険契約の解除）の規定による解除は、始期日から将来に

向かってのみその効力を生じます。 
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